
第５４号議案 

中間市手数料条例等の一部を改正する条例 

この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。 

  平成３０年１１月２７日提出 

中間市長  福田 浩   



中間市手数料条例等の一部を改正する条例 

（中間市手数料条例の一部改正） 

第１条 中間市手数料条例（平成12年中間市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

別表１(10) 行政不服審査の表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（中間市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第２条 中間市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

（平成25年中間市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（中間市火災予防条例の一部改正） 

第３条 中間市火災予防条例（昭和37年中間市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第16条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この条例は、平成31年７月１日から施行する。 



（第１条関係） 

中間市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表１（第２条関係） 別表１（第２条関係） 

(10) 行政不服審査 (10) 行政不服審査 

手数料を徴収す

る事務 
交付する写し又は書面の種類 

１枚当たり

の金額 

行政不服審査法

（平成26年法律

第68号）第38条

第１項（他の法

律において準用

す る 場 合 を 含

む。）に規定す

る書面若しくは

書類の写し若し

くは電磁的記録

に記録された事

項を記載した書

面又は同法第81

条第３項の規定

により準用する

同法第78条第１

白黒 

日本産業規格Ａ列４番

及びＡ列３番 
10円

日本産業規格Ａ列２番 60円

日本産業規格Ａ列１番 70円

日本産業規格Ａ列０番 80円

カラ

ー 

日本産業規格Ａ列４番

及びＡ列３番 
50円

手数料を徴収す

る事務 
交付する写し又は書面の種類 

１枚当たり

の金額 

行政不服審査法

（平成26年法律

第68号）第38条

第１項（他の法

律において準用

す る 場 合 を 含

む。）に規定す

る書面若しくは

書類の写し若し

くは電磁的記録

に記録された事

項を記載した書

面又は同法第81

条第３項の規定

により準用する

同法第78条第１

白黒 

日本工業規格Ａ列４番

及びＡ列３番 
10円

日本工業規格Ａ列２番 60円

日本工業規格Ａ列１番 70円

日本工業規格Ａ列０番 80円

カラ

ー 

日本工業規格Ａ列４番

及びＡ列３番 
50円



項に規定する主

張書面若しくは

資料の写し若し

くは電磁的記録

に記録された事

項を記載した書

面の交付手数料 

項に規定する主

張書面若しくは

資料の写し若し

くは電磁的記録

に記録された事

項を記載した書

面の交付手数料 



（第２条関係） 

中間市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

番

号

施

設 
整備基準 

１

園

路

及

び

広

場 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する令第３条第１号に規定する園路及び広場を

設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合

するものであること。 

(１) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、

この限りでない。 

イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標

準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を

確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合は、この限りでない。 

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平

面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に

番

号

施

設 
整備基準 

１

園

路

及

び

広

場 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する令第３条第１号に規定する園路及び広場を

設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合

するものであること。 

(１) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、

この限りでない。 

イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標

準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を

確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合は、この限りでない。 

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平

面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に



支障となる段がないこと。 

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を

設ける場合は、傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）を

併設すること。 

(２) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、

通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないもの

とし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回すること

ができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル

以上とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に

支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を

設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

エ 縦断勾配は、４パーセント以下とし、50メートル以上

続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設

けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず４パーセントを超える場合は、斜路の両端に180

センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なく

とも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれ

ぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし

て、最大でも８パーセント以下とすること。 

支障となる段がないこと。 

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を

設ける場合は、傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）を

併設すること。 

(２) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、

通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないもの

とし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回すること

ができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル

以上とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に

支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を

設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

エ 縦断勾配は、４パーセント以下とし、50メートル以上

続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設

けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず４パーセントを超える場合は、斜路の両端に180

センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なく

とも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれ

ぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし

て、最大でも８パーセント以下とすること。 



オ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、２パーセント以下とすることができる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであるこ

と。 

キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける

格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに

設け、排水穴の大きさは、車椅子の車輪、つえの先等が引

っ掛からない形状とすること。 

ク 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差

は、２センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、10パー

セント以下とすること。 

ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上

とすること。 

(３) 階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に掲げ

る基準に適合するものであること。 

ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広

い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ

50センチメートル以上の水平部分を設けること。 

イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、

子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近に

は、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。 

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

オ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、２パーセント以下とすることができる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであるこ

と。 

キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける

格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに

設け、排水穴の大きさは、車椅子の車輪、つえの先等が引

っ掛からない形状とすること。 

ク 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差

は、２センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、10パー

セント以下とすること。 

ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上

とすること。 

(３) 階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に掲げ

る基準に適合するものであること。 

ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広

い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ

50センチメートル以上の水平部分を設けること。 

イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、

子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近に

は、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。 

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 



エ 踏面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏

面と段鼻の段差がないこと。 

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが

設けられていない構造のものであること。 

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられているこ

と。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を

設けること。 

ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高

さ250センチメートル以内ごとに踏み幅120センチメートル

以上の踊場を設け、踊場には段差を設けないこと。 

ケ 蹴上げの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は

30センチメートル以上、蹴込みの寸法は２センチメートル

以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、

同一階段では、蹴上げ、踏面及び蹴込みの寸法を一定とす

ること。 

コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床

材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明

を十分に行うこと。 

(４) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設ける

ことが困難である場合は、エレベーター、エスカレーター

その他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に

適した構造のものをもってこれに代えることができる。 

エ 踏面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏

面と段鼻の段差がないこと。 

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが

設けられていない構造のものであること。 

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられているこ

と。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を

設けること。 

ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高

さ250センチメートル以内ごとに踏み幅120センチメートル

以上の踊場を設け、踊場には段差を設けないこと。 

ケ 蹴上げの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は

30センチメートル以上、蹴込みの寸法は２センチメートル

以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、

同一階段では、蹴上げ、踏面及び蹴込みの寸法を一定とす

ること。 

コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床

材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明

を十分に行うこと。 

(４) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設ける

ことが困難である場合は、エレベーター、エスカレーター

その他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に

適した構造のものをもってこれに代えることができる。 



(５) 傾斜路（階段又は段に代わり、又はこれに併設する

ものに限る。）は、次に掲げる基準に適合するものである

こと。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階

段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とする

ことができる。 

イ 縦断勾配は、４パーセント以下とすること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず４パーセ

ントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以

上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞ

れ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最

大でも８パーセント以下とすること。 

ウ 横断勾配は、設けないこと。 

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであるこ

と。 

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、

高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル

以上の踊場が設けられていること。 

カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わ

る場合でも途切れさせないこと。 

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられているこ

と。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

(６) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所に

は、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害

(５) 傾斜路（階段又は段に代わり、又はこれに併設する

ものに限る。）は、次に掲げる基準に適合するものである

こと。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階

段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とする

ことができる。 

イ 縦断勾配は、４パーセント以下とすること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず４パーセ

ントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以

上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞ

れ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最

大でも８パーセント以下とすること。 

ウ 横断勾配は、設けないこと。 

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであるこ

と。 

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、

高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル

以上の踊場が設けられていること。 

カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わ

る場合でも途切れさせないこと。 

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられているこ

と。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

(６) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所に

は、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害



者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 

(７) 視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適

合するものであること。 

ア 色は原則として、黄色とすること。ただし、これによ

り難い場合は、周囲の部分の色と明度差の大きい色とする

こと。 

イ 大きさは、縦30センチメートル、横30センチメートル

とし、形状は、日本産業規格Ｔ9251に適合するものを標準

とすること。 

(８) ２の項から10の項までの規定により設けられた特定

公園施設のうちそれぞれ１以上及び高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成18年国土

交通省令第110号）第２条第２項の主要な公園施設に接続し

ていること。 

（略） 

者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 

(７) 視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適

合するものであること。 

ア 色は原則として、黄色とすること。ただし、これによ

り難い場合は、周囲の部分の色と明度差の大きい色とする

こと。 

イ 大きさは、縦30センチメートル、横30センチメートル

とし、形状は、日本工業規格Ｔ9251に適合するものを標準

とすること。 

(８) ２の項から10の項までの規定により設けられた特定

公園施設のうちそれぞれ１以上及び高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成18年国土

交通省令第110号）第２条第２項の主要な公園施設に接続し

ていること。 

（略） 



（第３条関係） 

中間市火災予防条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（避雷設備） （避雷設備） 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格

に適合するものとしなければならない。 

第16条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工業規格

に適合するものとしなければならない。 

２ （略） ２ （略） 


